
基準等遵守J確認をするためのチェックリスト (医療機関 ver.)

同一疾患について、複数の医師が同一の患者に対しオンライン診療を行

う場合や、他の領域の同一疾患について、複数の医師が同一の患者に

対しオンライン診療を行う場合や、他の領域の専門医に引き継いだ場合

において、既に作成されている「診療計画」を変更することにより、患者の

不利益につながるときは、患者の意思を十分尊重した上で、当該「診療

計画」を変更せずにオンライン診療を行う。

i 緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していない等のやむを

得ない事情がある場能 除き、原則として、医師と患者双方が身分確認

書類を用いてお互しMこ本人であることの確認を行う。

※かかりつけの医師がオンライン診療を行う場合等、社会通念上、当然に

医師、患者本人であると認識できる状況であった場合には、診療の都度

本人確認を行う必要はない。

・ 確認書類の例 :

i患者の本人確認 :マイナンバーカード、

医療保険者の発行する資格確認書、運

転免許証、ノ吹ポート等嚇

‖医師の本人証明 :

HPKIカード (医師資格証)、 マイナン t

―カード、運転免許証、パポ ート等の提

HPKIカード (医師資格証)、 医師免

許証の提示の活用

il初診でオンライン羨 実施する場合、当該患者の本人確認は、以下の

いずれかの方法によリイテう。

・顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証、りヽポ ー

ト等)

・顔写真付きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身分証明

書

・1種類の身分証明書しか使用できない場合には、当該身分証明書の

厚みその他の特徴を十分に確認した上で、患者本人の確認のための適

切な質問や全身観察等を組み合わせた確認

遵守

雨i医師の本人証明の方法として、なりすまし防止のために、原則として、顔

写真付きの身分証明書 (HPKIカード、マイナンバーカード、運転免許

証、パポ ート等)を用いて医師本人の氏名を示す。

特に、オンライン診療受診施設で、患者に4・lしてオンライン診療を行う場

合は、患者が事後的にも確認できる方法により氏名の提示を行う。

※社会通念上、当然に医師本人であると認識できる場合を除く。

身分証明書の提示は医師の氏名の確

認が目的であり、医籍登録番号、マイナ

ンバー、運転免許証番号、パスポート番

号、住所、本籍等に係る情報を提示す

ることを要するものではない。

「医籍登録年」を伝える (医師免許証を用いることが望ましい。)など、

医師が医師の資格を保有していることを患者が確認できる環境を整え

る。

また、必要に応じて、厚生労働省の「医師等資格確認検索」 (氏名、

′出別、医籍登録年)を用いて医師の資格確認力河 能である旨を示す。

ただし、初診を直接の対面診療で行つた

際に、社会通念上、当然に医師であると

言忍言哉できる状況であつた場合、その後に

実施するオンライン診療においては、患者

からの求めがある場合を除き、医師である

旨の証明をする必要はない。
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患者の心身の状態の十分な評価を行うため、初診からのオンライン診療

の場合及び新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は、一般社団

法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与につい

て十分な検討が必要な薬剤」 (※ )等の関係学会が定める診療ガイド
ラインを多開者にイテう。

ゴ 遵守

・ 現にオンライン診療を予つている疾患の延

長とされる症J犬に対応するために必要な

医薬品{こついては、医師の判断により、オ

ンライン診療による処方が可能。

※日本医学会連合「オンライン診療の初診に

関する提言」(2022年 11月 24日

版 )

ただし、初診の場合には以下の処方は行わない。

・麻薬及び向精神薬の処方

・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が

必要な医薬品 (診療報酬における薬剤管理指導料の「 1」の対象とな

る薬剤)の処方

・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処

方

また、重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に慎重に

行うとともに、処方後の患者の服薬状況の把握に努めるなど、そのリスク管

理に最大限努めなけれ|ねらない。

ご 遵守

ii医師は、患者に対し、現在服薬している医薬品を確認する。患者は医師

に対し正確な申告を行う。
ヴ 遵守

‖i医師は、患者に対し、かかりつけ薬剤師・薬局の下、医薬品の一元管理

を行うことを求める。
〆 推奨

処方箋を発行する際、患者がオンライン服

薬指導を希望する場合に、使用するシステ

ムによつては患者が希望する薬局を選べない

場合がある (システムに登録された薬局しか

選べない)ことに留意し、患者が希望する

薬局での調剤・服薬指導が受けられるよう

配慮することが求められます。

l 医師がオンライン診療を行つている間、患者の状態について十分に必要な

1青幸長が得られていると半」断できない場合には、速やかにオンライン診療を

中止し、直接の対面診療を行う。

ζ 遵守

iiオンライン診療では、可能な限り多くの診療情報を得るために、リアメレタイ

ムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用する。
ゴ 遵守

直接の対面診療に代替し得る程度の患

者の心身の状況に関する有用な情報が

得られる場合には補助的な手段として、

画像や文字等による1青報のやりとりを活

用することは妨ぬ い。

オンライン診療は、文字、写真及び録画動画のみのやりとりで完結しては

ならない。
ゴ 遵守

オンライン診療の間などこ、文字等により患者の病状の変化に直接関わら

ないことについてコミュニケーションを行うに当たつては、リアルタイムの視覚

及び聴覚の1青報を伴わないチャット機能 (文字、写真、録画動画等によ

る情幸長のやりとりを行うもの)が活用され得る。この際、オンライン診療と区

月」するため、あらかじめチャット機鯖旨を活用して伝達し合う事項・範囲を決

めておく。

ご 遵守
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